
 
平成 26 年 2 月 18 日 

 
各  位 

 
        株 式 会 社  あ お ぞ ら 銀 行 

取 締 役 社 長  馬 場  信 輔    
（ コ ー ド 番 号 ： 8 3 0 4 ） 
問合せ先：経理部担当部長 水野一郎 

                       （ 電 話 ： 0 3 ( 3 2 6 3 ) 1 1 1 1 ） 
 

平成平成平成平成 26 年年年年 3 月期月期月期月期 第第第第 3 四半期四半期四半期四半期    自己資本比率について自己資本比率について自己資本比率について自己資本比率について 
 
 

平成 26 年 3 月期第 3 四半期の自己資本比率について、以下の通りお知らせいたします。 
 
【連結自己資本比率（国内基準）】 

（単位：百万円） 

 25 年 12 月末 25 年 9 月末 25 年 3 月末 
(1)自己資本比率 15.95% 16.09% 15.70% 
(2)TierⅠ比率 16.18% 16.62% 16.27% 
(3)TierⅠ 506,949 500,916 484,267 
(4)TierⅡ 19,579 18,832 18,601 
(5)控除項目 26,706 34,919 35,401 
(6)自己資本 (3)＋(4)－(5) 499,823 484,828 467,467 
(7)リスク・アセット等 3,132,782 3,013,177 2,976,250 
(8)総所要自己資本額 125,311 120,527 119,050 

 
【単体自己資本比率（国内基準）】 

（単位：百万円） 

 25 年 12 月末 25 年 9 月末 25 年 3 月末 
(1)自己資本比率 15.82% 16.02% 15.66% 
(2)TierⅠ比率 15.98% 16.48% 16.15% 
(3)TierⅠ 502,070 497,384 481,550 
(4)TierⅡ 19,628 18,856 18,633 
(5)控除項目 24,690 32,668 33,066 
(6)自己資本 (3)＋(4)－(5) 497,007 483,572 467,116 
(7)リスク・アセット等 3,140,510 3,017,098 2,981,280 
(8)総所要自己資本額 125,620 120,683 119,251 

 
 （注）１．連結自己資本比率及び単体自己本比率は、「銀行法第 14 条の 2 の規定に基づき、銀行がその

保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基

準」（平成 18 年金融庁告示第 19 号）に定められた算式に基づき、算出しております。 
    ２．平成 24 年金融庁告示第 56 号（平成 18 年金融庁告示第 19 号の特例）を踏まえて算出してお

ります。 
 

以  上 
 


